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裁判例

刑事

◎刑訴法227条1項に基づく第1回公判
期日前の証人尋問を実施することに対す
る特別抗告の許否（消極）

件名刑訴法227条1項に基づく第1回公判期日

前の証人尋問に対する特別抗告事件

最高裁判所令和7年（し）第152号

令和7年3月31日第二小法廷決定棄却

申立人甲

原審高松地方裁判所

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

刑訴法227条1項に某づく篭1向公半||期日前の証

人尋閤奔実施することに対しては．特RII杭告券するこ

とはできないと鯉されるから‐本件抗告の申立ては不

滴法である‐

よって、同法434条、 426条1項により、裁判

官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官三浦守裁判官岡村和美裁判官

尾島明）
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◎航空法150条5号の4， 73条の4第

5項、航空法施行規則164条の16第

3号の規定について、処罰対象となる行

為の決定を私人である機長に委任してい

るから憲法31条、 73条6号に違反す

るとの主張が、欠前提処理された事例

件名威力業務妨害、暴行、航空法違反、公務執行

妨害、器物損壊被告事件

最高裁判所令和5年（あ）第1434号

令和7年4月8日第三小法廷決定棄却

被告人甲

原審大阪高等裁判所

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山本衛及び被告人本人の各上告趣意のうち、

航空法150条5号の4， 73条の4笛5項、航牢法

旅行銅目11 1 64条の1 6"3号に関し、処罰対象とな

ろ行為の決岸存私人である機長に季拝しているル1/て

憲法31条、 73条6号違反券いう点は．航奉洪15

0条5号の4 73条の4篭5項、航奉法旅行損目II 1

a-4条の1-6_は≦同法73条の3の禁止する行為のう

ち機-長が辰復しゞ又は継続I竺工はたらない旨の命令

券するこしがで弐一 当該命令に撞痘しだル去に処罰労|・

象ルなろ＊､の券具体的に癖‘岸しており、処罰対象とな

る行為の決定を機長に季仔した*､のとはいえないｶｮら_≦

前提を久童、航空法施行規則164条の16第3号の

文言が不明確であるとして憲法31条違反をいう点は、

同文言が不明確であるとはいえないから、前提を欠き、

その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法

令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法4

05条の上告理由に当たらない。

よって、同法414条、 386条1項3号により、

裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官石兼公博裁判官宇賀克也裁判官

林道晴裁判官渡辺惠理子裁判官平木正洋）

、
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最高裁判所裁判例要旨 ’
民事

○1 千葉県議会議員の定数及び選挙区等

に関する条例（昭和49年千葉県条例

第55号）の議員定数配分規定の適法
性

千葉県議会議員の定数及び選挙区等

に関する条例（昭和49年千葉県条例

第55号）の議員定数配分規定の合憲
性

2

’
令和5年（行ツ）第404号
令和5年（行上）第448号
令7． 1 ．28三小判棄却
裁判集民272号本誌1856号

1 千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条

例（昭和49年千葉県条例第55号）の議員定数配

分規定は、令和5年4月9日に行われた千葉県

議会議員一般選挙当時、公職選挙法15条8項

に違反していたものとはいえない。

2千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条

例（昭和49年千葉県条例第55号）の議員定数配

分規定は、令和5年4月9日に行われた千葉県

議会議員一般選挙当時、憲法14条1項に違反

していたものとはいえない。

(1， 2につき補足意見及び反対意見がある。 ）

』
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東京高等裁判所判事

名古屋地方麦群I所長

名古屋地方裁判所長

東京高等裁判所判事

東京高等裁判所判事

大阪高等裁判所判事

大阪高等裁判所判事

高松地方裁判所長

高松地方裁判所長

司法研修所教官

司法研修所教官

東京地方裁判所判事

東京地方裁判所判事

東京高等裁判所判事

定年退官

札幌簡易裁判所判事

任期終了退官

大分地方・家庭裁判所判事

入江猛

筒井健夫

三木素子

谷口安史

T津健司

坂田威一郎

大川隆男

竹田喜明

府内覚

(以上4月11日）

－Jン
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’ 記事 透近の取組の紹介

菖秤手機のデジタル化の取組として、ウエブ会■色利用した争点■逮手経、

ロ碩弁嬢手機や民瀬■判自顛■子幽出システム（通称：■1M”を碩橿的に

活用しています．

灘衷た．傭傭発傷においても、最近は、ウェブサイトだけでなく、

蝋Sも活用してい重す．

◎広報テーマ(6月分）

言、
国腺交浦と国際的な情躯発憤の推進

＝＝＝一三一名

ﾛ幽鴎職<露難競:鶚霞W鰡瀦M職
｡ ■

？■

に貢する紛争も■顧化してきており．同■の法律周■が

世界各堆で何繭されることもあります．そのような中、

顧鰭:職鰯雲雪麗藍認

蕊鱸壼
毎

尊について、広く世界に殉旧す

るなど■願交遼に取り櫨んでいます．

識国際知財司法シンポジウム(JSIP)の開催
●

日本の知的財遍塩■係購腿に■する■度や四巻の宴憤に■する憤偏皀囚内

20周年を迎えて

知財寓畿とは？
一一一一 一

正式には『知的財産凌等■側所』といい．釦的財■櫓に■する踊松を専

門的に鐘う■判所です．平鷹17年4月1日に．知的財盈窩等邑肩所段■

法に藩づいて麟■され、令和7年4月に賎立20■年を週え座した．

令和4年10月に．藁東・中目■に移転し， 『ヒジネス・コート」の一

嵐警担ってい寵す． 外に弗備するとともに．傭外画の鯛駆をそ

の因の寓蘭家から直娠向られろ檀会として

知財寓■は．■富且側所．篭碩省．特杵庁

日本弁■＋■合金型び弁■士知例ネットと

の共催で．■願知財司蓬シンポジウム

《JSlP）を劇催してい摩す．

｜

’知的財産権とは？

例えば、新扇を見現して．これ巷あらかじめ特時として丘■してもらって

おけば．この免明をライバル企粛に崩手に使われた咽合にその使用を止めさ

せ（舷止め》．■分が被った損害分の愈凶を払わせる（欄官館旧）という砿

津上の孫■蛭受けられます．これが将杵田度であり．側時悔は代嚢的な知的

財且相です．

知的財臣椙には他に．冑轟専の■作樋．ブランド名専の■■櫓、デザイン

に■する宣匠槽、実用的な小見明に■する実用繭秦樋導があります。

毎 h匁

◎叙位・叙勲（2月分、死亡者のみ）

識 別紙「叙位・叙勲（令和7年2月、死亡者のみ） 」

のとおり

| 臘鯛"…,……"……Q

◎人事異動知財寓磯の役割

知的財浬傾に■する翰争のR画例は．特杵櫨老が特時見卿を■手に使

われたとして．その使用の毎止めや横官麟侭を求める民事厨睡ですが、

知財高■はその趣厨■（粛二専》となります．

■のとおり．特肝栴良書爵餓尊、とりわけ高度な専門的技術が■わる

ことの多い顛型の捜鷹願件は、全て知財高■が取り扱います．また、■

侠取鋼瞬餓の箆一右は知財商独で■皿されます．

定年退官

東京高等裁判所判事 石井俊和

(4月2日）

依願退官

福岡地方・家庭裁判所判事

畳決取灘鯉」
(上智⑪

蝋J
1

・問l¥■事丹

・寅用冊窯偲事件

.｡E侭事例

･織橿窟竃偶

知吻財尉鼬係民事型f_｣
吐告香，

加々美希

(4月3日）

依願退官

東京地方裁判所判事

同

東京地方裁判所判事補

同

林まなみ

臼倉尭史

光武敬志

嶢尾圭太

(以上4月4日）

．g厘柵事悔

・覇糧摺廟件
・零作暫の伯f幅'二町も
事件（プログ弓ムの靭噸
について卿作針卿fWご
碗ずらもの噌鈴<）
・冑厩廿偏事艸
症酪執居よ§竃毎tの
1W…蔀ご侭も亭何

1船記事j9

実用船寓拍＄朴

率郷I*裏柏”…§

理星ﾘ卿侶耐11
ブログうょ函m期こ
つ1Vて唾間蜘絶1,1
に駈る軍仲

定年退官

宇都宮簡易裁判所判事

I■館的例■岸壁事伸釣唾い】

菊地努

(4月5日）

知財高蝕では，■正で充実した口速そ寓現するための工夫篭宣わており、判断

の安定性や個頼性も富く岬伍されています．特に、事実上の判断の鱗一が裏飼さ

れる事件等では．5人の■判官による台■体で■遼再菌される大台竃例度が導入

されており．国在家でに16件の判■がされています．

また．令和3隼の冑許諺改正では，爾三白軍見再鎮田度が麟厘されました．こ

札により．■列所健、■正な判函喧承▼ための資料を野るため．事件に■する判

肝法の■用その他の必要な事項について広く一触の爾三宙から恵見を巌めること

ができるようになり、寓瞬でも活用されてい座す．

そして．塑財富低の側瑛は．ウェブサイトに掲遍されてい寵す．

宇都宮簡易裁判所判事

桐生簡易裁判所判事

桐生簡易裁判所判事

東京簡易裁判所判事

五十嵐利幸

佐藤伸二

(以上4月6日）
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(別紙）

叙位 ・ 叙勲（令和7年2月、死亡者のみ）

元名古屋地方裁判所刑事首席書記官 藤間幹夫 2． 1

従五位

元広島簡易裁判所判事 松田郁夫 2.9

従四位

都城簡易裁判所判事 橋口 幸司 2.9

正五位

瑞小

元日本弁護士連合会常務理事 森泉邦夫 2.11

従五位

旭小

元東京地方裁判所主任書記官 鈴木昭夫 2． 15

従五位

瑞双

元高知地方裁判所民事首席書記官 上村澄雄 2．26

正五位

瑞双


